
学校薬剤師の役割
ー学校薬剤師の職務ー

令和７年４月２０日
沖縄県薬剤師会 学校薬剤師部会

吉 田 将 司

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こんにちは　本日　学校薬剤師新人研修会の前半を担当させていただきます。　沖縄県薬剤師会　学校薬剤師部会　吉田と申します。まずは学校薬剤師がどういったものなのか、座学で一通り学んでいただき、後半の実技でより深めていただけたらと思います。どうぞ宜しくおねがいします。



幼保連携型認定こども園＊、幼稚園、小学校、
中学校、高等学校には、学校医、学校歯科医と
共に、学校薬剤師を必ず置くことと学校保健安全法で
定められています。

学校環境衛生基準に基づき、健康や安全に関する
評価や指導･助言をします。

*幼保連携型認定こども園は近年増加傾向にあり、
学校薬剤師には様々な対応力が求められています。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校薬剤師とは、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校には、学校医、学校歯科医と共に、学校薬剤師を必ず置くことと学校保健安全法で定められています。学校環境衛生基準に基づき、健康や安全に関する評価や指導･助言をします。幼保連携型認定こども園は教育･保育を一体的に行う施設で､いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、近年増加傾向にあり、学校薬剤師には様々な対応力が求められています。



昭和33年 学校保健法公布
学校環境衛生（換気、採光、照明など）の維持に努め、
必要に応じてその改善を図る

平成21年 学校保健安全法の施行「学校環境衛生基準」告示

昭和39年 「学校環境衛生の基準」局長通知発出

平成 4年 「学校環境衛生の基準」全面改訂

昭和45年 建築物環境衛生管理基準  
昭和47年 事務所衛生基準規則

平成30年 学校保健安全法「学校環境衛生基準」の一部改正

令和 3年 学校保健安全法「学校環境衛生基準」の一部改正

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校環境衛生関連の法令、通知等のこれまでの流れを示しています。昭和33年、学校保健法が公布され、昭和39年、学校環境衛生基準が局長通知発出、平成4年に学校環境衛生の基準が全面改訂、平成21年に学校保健安全法が施行され学校環境衛生基準が告示。環境衛生に関する新たな知見や児童生徒等の学習環境等の変化を踏まえて、平成30年、令和３年には一部改正されました。令和８年度には揮発性有機化合物の基準の見直しがされることになっています。



１．学校保健計画・学校安全計画の立案に参与すること。
２．学校環境衛生基準に基づいた学校の飲料水、水泳

プール、照明、空気、換気、騒音などの検査をすること。
３．学校環境衛生について評価し指導と助言をすること。
４．学校施設で使用する医薬品について指導と助言をすること。
５．学校施設、地域社会において 「薬物乱用防止の活動」、｢喫

煙・飲酒防止教育｣、｢アンチドーピング｣、｢医薬品の適正使用
（くすり教育＝薬育）｣の啓発に協力（保健指導）すること。

６．学校保健委員会に参加し子供達の健康と安全において医師・
歯科医師とともに関わること。

管理薬剤師は

管理者兼務許可申請書
の申請が必要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校薬剤師の主な職務として学校保健安産法施行規則第２４条に掲げられています。１．学校保健計画・学校安全計画の立案に参与すること。�２．学校環境衛生基準に基づいた学校の飲料水、水泳　　プール、照明、空気、換気、騒音などの検査をすること。�３．学校環境衛生について評価し指導と助言をすること*。�４．学校施設で使用する医薬品について指導と助言をすること。�５．学校施設、地域社会において 「薬物乱用防止の活動」、｢喫　　　　　煙・飲酒防止教育｣、｢アンチドーピング｣、｢医薬品の適正使用　　　（くすり教育＝薬育）｣の啓発に協力（保健指導）すること**。６．学校保健委員会に参加し子供達の健康と安全において医師・　　　歯科医師とともに関わること。とされています管理薬剤師として勤務をされている薬剤師は【管理者兼務許可申請書】による申請が必要です�勤務所管轄の保健所にて書類提出お願いします



第１条 目的
学校における児童生徒等及び職員の健康保持増進を
図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を
定める

第６条 学校環境衛生基準
１.文部科学大臣は学校における換気、採光、照明、保
温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童
生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが
望ましい基準（学校環境衛生基準）を定めるものとする

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校保健安産法における学校環境衛生について第１条　目的　学校における児童生徒等及び職員の健康保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定める第６条　学校環境衛生基準　１.文部科学大臣は学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが　望ましい基準（学校環境衛生基準）を定めるものとするこのスライドの赤字の部分のところの環境衛生基準というのが　次にみていく部分となっております。





１．教室等の環境（空気、照度、騒音等）
２．飲料水等の水質及び施設･設備
３．学校の清潔、ネズミ・衛生害虫等、及び教室等の
備品（机・いす・黒板）の管理
４．水泳プールの水質及び施設･設備

◎検査項目
◎基準

◎日常点検の実施項目

５．日常における環境衛生

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
学校環境衛生基準の概要は示している５つの項目となります。教室の環境（空気、照度、騒音等）、　②飲料水等の水質及び施設設備、③学校の清潔及び教室等の備品の管理、④水泳プールの水質及び施設設備、　⑤日常における環境衛生、検査項目・基準・日常点検の実施項目となっています。プールの管理には、そのほかに厚生労働省が定める遊泳プールの衛生基準があります。 





・教室内の空気の維持管理（温度・湿度、空気清浄度等）
が適正でないと、発育期の児童生徒の学習意欲に影響
を与え、不快な訴え（頭痛、嘔気、嘔吐）の原因にもなる。

・最近の新築・改築による建材、備え付け備品、持ち込ま
れる教材などの管理方法による化学物質の発生に起因
する健康への影響が懸念される。

・空気汚染物質のなかには、人体への刺激性、アレルギー疾
患を引き起こす原因となるものの存在も明らかにされている。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
空気検査の目的ならびに留意点・教室内の空気の維持管理（温度・湿度、空気清浄度等）が適正でないと、発育期の児童生徒の学習意欲に影響を与え、不快な訴え（頭痛、嘔気、嘔吐）の原因にもなる。・最近の新築・改築による建材、備え付け備品、持ち込まれる教材などの管理方法による化学物質の発生に起因する健康への影響が懸念される。・空気汚染物質のなかには、人体への刺激性、アレルギー疾患を引き起こす原因となるものの存在も明らかにされている。



検査項目 基準 検査方法
換気（CO2濃度） 1500ppm以下が望ましい 検知管法

温度 1７～２８℃が望ましい 0.5度目盛の温度計

相対湿度 30～80％が望ましい 0.5度目盛の湿度計

浮遊粉じん 0.10mg/m3以下（空調設備がない
場合、必要時のみ実施）

Low-Volume Air Sampler法または相対濃度
計

気流 0.5m/秒以下が望ましい（同上） 0.2 m／秒以上の気流を測定することができ
る風速計を用いて測定する。
（2回目省略できる場合がある）

CO 10ppm以下（燃焼器具不使用時
省略可）

検知管法

NO2 0.06ppm以下が望ましい（燃焼器
具不使用時省略可）

ザルツマン法

揮発性有機化合物 後述 後述

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
教室等の環境に係る学校環境衛生基準がこちらです。換気（二酸化炭素）は１５００ppm以下が望ましいとされており、感染対策の意味でも、近年重要視されている項目の一つです。この換気については、休み時間には窓側・廊下側の全窓を１０分程度開放し、授業中も窓側・廊下側の一部を開け、学校環境衛生基準である二酸化炭素濃度が１５００ppmを上回らないような換気状態を保つことなど助言をする機会があります。。湿度は１７～２８度が望ましい。相対湿度は３０～８０％が望ましい。浮遊粉塵は０．１０以下。気流は０．５ｍ/秒以下が望ましいとされています。ＣＯやＮＯ２は燃焼器具を使わない沖縄では省略となります。揮発性有機化合物に関しては、あとでスライドに出てきます。



揮発性有機化合物 発生源 基準
μg/㎥

ホルムアルデヒド
机・椅子等（合板、家具接着剤）
ビニル壁紙、パーティクルボード
フローリング、断熱材等

100以下

トルエン
美術用品、油性ニス、樹脂系
接着剤、可逆剤、ワックス溶剤、
アンチノッキング剤等

260以下

キシレン
油性ペイント、樹脂塗料、
ワックス溶剤、可逆剤 200以下

パラジクロロベンゼン 消臭剤、芳香剤、防虫剤等 240以下

エチルベンゼン 接着剤・塗料の溶剤及び希釈剤 3800以下

スチレン
樹脂塗料等に含まれる
高分子化合物の原料 220以下

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
揮発性有機化合物（VOCｓ）の発生源ならびに基準をみていきましょう。ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンについて主な発生源は備品に用いられる接着剤や壁紙、断熱材やワックスなどがあげられ、基準はそれぞれ示している通りになっています。文科省より猶予期間を経て令和８年度からエチルベンゼンの基準や検査方法の見直しなど予定していますので、改めてお知らせいたします。



・測定場所：普通教室・音楽室・図工室・ＰＣ室・体育館等必要と認

める場所

・測定時期：温度の高い時期

・方法：測定する教室は採取前に30分以上換気し５時間以上密閉

する

 <吸引法>

採取は30分間で2回以上行なう。

<拡散（パッシブ）法>

採取は８時間以上行なう。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
教室棟での揮発性有機化合物の測定方法です測定場所は仏教室や音楽室、図工室やPC室などで、次期は温度の高い時期に行うことで、より揮発性有機化合物の検出が得られやすいと考えられます。検査方法は吸引法と拡散パッシブ法がありますが、後者の方法で、検査の前３０分換気、５時間以上密封。検査８時間以上２４時間以内、昼１０時から１５時は連続して設置となりますが、先ほどの見直しにより検査方法が変わる予定です。令和７年度はこの手順となりますので、後半の実技で再確認お願いします。



・アレルギー性疾患（小児喘息やアトピー性皮膚炎）の主要アレ

 ルゲンは屋内塵性ダニ（ほとんどがヒョウヒダニ類）であり、ハ

 ウスダスト（屋内塵）の中に生息している

・ ダニアレルゲン量の評価は、１㎡当たりのダニの匹数が100匹

以下になると喘息発作が治まったという報告や、それを支持す

る報告があることから決められている

・健康のため屋内塵性ダニの定期的な検査が必要である

ダニ又はダニアレルゲン検査目的ならびに留意点

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ダニ又はダニアレルゲン検査目的ならびに留意点です・アレルギー性疾患（小児喘息やアトピー性皮膚炎）の主要アレルゲンは屋内塵性ダニ（ほとんどがヒョウヒダニ類）であり、ハウスダスト（屋内塵）の中に生息している・ ダニアレルゲン量の評価は、１㎡当たりのダニの匹数が100匹以下になると喘息発作が治まったという報告や、それを支持する報告があることから決められている・健康のため屋内塵性ダニの定期的な検査が必要である



１）匹数計測法

２）酵素免疫測定法（ELISA法）

３）簡易測定法：マイティーチェッカー法

保健室の寝具、カーペット・畳敷の教室等、ダニの発生しや

すい場所において、１㎡（1ｍ×1ｍ）を電気掃除機で１分間

吸引し、ダニを捕集する

ヤケヒョウヒダニ コナヒョウヒダニ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
測定法は３つありますが、沖縄県薬剤師会では３番目のマイティチェッカー法で行っています。保健室の寝具、カーペット・畳敷の教室等、ダニの発生しやすい場所において、１㎡（1ｍ×1ｍ）を電気掃除機で１分間吸引し、ダニを捕集します



ダニ数として100 匹/㎡以下、又はこれと同等のアレル
ゲン量以下（+ 以下の判定）であること

判定 判定の目安 ダニアレルゲン量

＋＋ 太く濃い ＞35μｇ（＞350匹）/㎡

＋ ラインが明確 10μｇ（100匹）/㎡

＋－ うっすらと発色 5μｇ（50匹）/㎡

－ 発色しない ＜ 1μｇ（10匹）/㎡

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
基準はダニ数として100 匹/㎡以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下（+ 以下の判定）であることとされています。示しているように太く濃いラインが出た場合はかなりのアレルゲン量を捕集したことになるので、早急に改善が必要と考えられます。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%80%E7%82%B9%E6%A4%9C%E8%A1%A8&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZGalKfb0PvoIQM&tbnid=_tVd1nXoQvCVGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mushi-taiji.com/dani_nomi/products/mitey-checker.html&ei=pPyCUdyVLIPDkwW3yIHIBA&psig=AFQjCNGDHIsM1JeA9JbWn64U2639TfNhXA&ust=1367625133446387


教室の空気環境
・換気、温湿度及び空気清浄度は毎学年２回定期

・揮発性有機化合物は毎学年１回定期

・ダニまたはダニアレルゲンは毎学年１回定期

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
検査回数についてです・換気、温湿度及び空気清浄度は毎学年２回定期・揮発性有機化合物は毎学年１回定期・ダニまたはダニアレルゲンは毎学年１回定期となっています。実際のこれら検査については、県立高校や一部の市町村で行われている現状のため、全学校で取り組むことができるよう予算面を含め市町村へ働きかけているところです。



http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%81%BE%E3%81%B6%E3%81%97%E3%81%95%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tlv7paan9nrkIM&tbnid=sJM3BWqz7KMAhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.doyaku.or.jp/gakkouyaku/know/katudou2/&ei=8uSCUaLFM4rMkAXHv4GoDg&bvm=bv.45960087,d.aGc&psig=AFQjCNFpOn36F02gZ8Oa37jFB8s3JfOAPA&ust=1367619176122522


• 児童・生徒の成長期の視力を守る

• 目の疲労が少なく快適な雰囲気の中で気分を集中して学習

• できる

• 気象条件の悪い（曇天あるいは雨天時）の授業時間帯に測定
する

• 照度計の取り扱いに注意する

• 照度ならびにまぶしさについて検査・評価する

• コンピューター等のディスプレイ面の見易さについても検査する

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
採光、照明検査の目的ならびに留意点です児童・生徒の成長期の視力を守る目の疲労が少なく快適な雰囲気の中で気分を集中して学習きる気象条件の悪い（曇天あるいは雨天時）の授業時間帯に測定する照度計の取り扱いに注意する照度ならびにまぶしさについて検査・評価するコンピューター等のディスプレイ面の見易さについても検査をします



•教室及びそれに準じる場所：３００ルクス

（教室及び黒板：500ルクス以上が望ましい）

•最大照度と最小照度の比は２０：１を超えないこと

（１０：１を超えないことが望ましい）

•コンピュータを使用する教室等の机上（キーボード）の

照度： 500～1000ルクス

•テレビ、コンピュータ等の画面の垂直面照度：100～500ルクス程度が

望ましい

•その他の場所：日本工業規格Z9110学校施設人工照明基準に適合して
いること

•視界にまぶしさがないこと

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
 教室及びそれに準じる場所：３００ルクス 以上（教室及び黒板：500ルクス以上が望ましい）最大照度と最小照度の比は２０：１を超えないこと（１０：１を超えないことが望ましい）コンピュータを使用する教室等の机上（キーボード）　照度： 500～1000ルクステレビ、コンピュータ等の画面の垂直面照度：100～500ルクス程度が望ましいその他の場所：日本工業規格Z9110学校施設人工照明基準に適合していること視界にまぶしさがないこと　とされています



• 日本工業規格（ＪＩＳ）Ｃ１６０９に適合する照度計を使用

• 日光等の高照度を直接受光部にあてないこと

• 測定時に白衣等を着用しないこと

• 測定時に身体等で受光部をさえぎらないこと

• まぶしさは見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる

・毎学年に2回定期に測定

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
測定方法を見ていきます日本工業規格（ＪＩＳ）Ｃ１６０９に適合する照度計を使用日光等の高照度を直接受光部にあてないこと測定時に白衣等を着用しないこと測定時に身体等で受光部をさえぎらないことまぶしさは見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる測定回数については、毎学年２回、定期に測定とされています。夏の明るい時期は、まぶしさの影響を確認したり、冬のくもりなど条件が悪い日に測定することで、最低条件がクリアできていれば基本的には基準を満たしているだろうと考えられます。



黒板

教室

前

測定点

教室以外の
照度は、床上
75ｃｍの水平
照度を測定

体育館、
幼稚園等の
照度は、実態
に即して測定

中
央

10㎝

30㎝

中
央

1ｍ

1ｍ

中央

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
照度の測定箇所をみていきます黒板は両端から３０センチ内側、上下から１０センチ内側を隅の４点として、図のように９か所測定します。教室も同様に端から１メートルずつ内側を隅の４点として９か所測定します。教室では、幼稚園や低学年など生徒の成長実態にに合わせた高さでの測定となります。





・学校における騒音とは、学習の妨害となるすべての音
 （自動車による交通騒音、飛行機等による航空機騒音
など）のことである

・騒音は、児童生徒等の集中力を散漫にさせたり、教師
  の声が聞き取りにくいなど授業を妨害する要因になる

・騒音環境ならびに騒音レベルを測定評価することにより、
教育活動に支障をきたさないためと、学校が地域周辺

  への騒音源にならないよう対処することが重要である

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
騒音測定の目的ならびに留意点・学校における騒音とは、学習の妨害となるすべての音（自動車による交通騒音、飛行機等による航空機騒音など）のことである・騒音は、児童生徒等の集中力を散漫にさせたり、教師の声が聞き取りにくいなど授業を妨害する要因になる・騒音環境ならびに騒音レベルを測定評価することにより、教育活動に支障をきたさないためと、学校が地域周辺への騒音源にならないよう対処することが重要である



・教室内の等価騒音レベル(LAeq)は、窓を閉めたとき50dB
以下窓を開けたとき55dB以下であることが望ましい

・測定結果が、著しく基準値を下回る場合（窓を閉めたとき
45dB以下、窓を開けたとき50dB以下）には、 以後教室

等の内外の環境に変化が認められない限り次回からの

検査を省略することができる。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
騒音の基準はこちらです。・教室内の等価騒音レベル(LAeq)は、窓を閉めたとき50dB　以下窓を開けたとき55dB以下であることが望ましい・測定結果が、著しく基準値を下回る場合（窓を閉めたとき45dB以下、窓を開けたとき50dB以下）には、　以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り次回からの　検査を省略することができる。とあります。次のスライドで測定回数を示しますが、年に２回の測定を、基準が著しく下回るときは年に１回でも良いという考え方になりますのでご注意ください。



・教室の騒音レベルは、原則として児童生徒のいない
状態で測定する。

・窓の開閉は騒音レベルに大きな影響を与えるため、
両者を測定する必要がある。

・使用する騒音計は検定を受けこれに合格した騒音計で
なければならない（日本工業規格C1509-1）。

・Ａ特性で５分間、等価騒音レベル(LAeq)を測定する。
・毎学年２回測定する。
（特殊な騒音源がある場合は、日本工業規格Z 8731 に規定する騒音

環境の表示・測定方法に準じて行う。）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
測定方法および検査回数について・教室の騒音レベルは、原則として児童生徒のいない状態で測定する。・窓の開閉は騒音レベルに大きな影響を与えるため、両者を測定する必要がある。・使用する騒音計は検定を受けこれに合格した騒音計でなければならない（日本工業規格C1509-1）。・Ａ特性で５分間、等価騒音レベル(LAeq)を測定する。・毎学年２回測定する。先ほどもお話しましたが、１回目が基準を著しく下回る場合は、環境の内外の変化がない限り２回目を省略できるということになります。



http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%80%80%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%82%B9%E6%A4%9C%E3%80%80%E8%A8%98%E9%8C%B2&source=images&cd=&cad=rja&docid=fMwj_6lt3GwrMM&tbnid=Cil6GKb_lcNCDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.doyaku.or.jp/gakkouyaku/know/katudou1/&ei=O-uCUYHbMMislAWAh4DgCg&bvm=bv.45960087,d.aGc&psig=AFQjCNGF3fJrnoPpJ76fgBTDWEAkBZYpug&ust=1367620786616956


・水は人体の最も大きい構成成分（70％）で、生命を維持する
ためになくてはならないものである

・飲料水の水源を水道によっている学校では、清浄で安全
な水が水道業者より供給されているが、学校の敷地内の受水
槽や給水管等の給水設備は学校の責任において管理しなけ
ればならない

・毎学年１回定期に検査を行う

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
飲料水測定の目的と留意点・水は人体の最も大きい構成成分（70％）で、生命を維持するためになくてはならないものである・飲料水の水源を水道によっている学校では、清浄で安全　　　な水が水道業者より供給されているが、学校の敷地内の受水槽や給水管等の給水設備は学校の責任において管理しなければならない・毎学年１回定期に検査を行うこととされています



検査項目 基準 検査方法

一般細菌 100コロニー/mL以下 標準寒天培地法

大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法

塩化物イオン 200mg/L以下 イオンクロマトグラフ法

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ３mg/L以下 全有機炭素計測定法

pH値 5.8～8.6 ガラス電極法

味 異常でないこと 官能法

臭気 異常でないこと 官能法

色度 5度以下 比色法/透過光測定法

濁度 2度以下 比濁法等

遊離残留塩素 0.1ppm(mg/L)以上 DPD法

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらのスライドが飲料水の検査項目と基準（水道水が水源の場合）です一般細菌、大腸菌、塩化物イオンなどそれぞれで基準が定められています。最後の項目の遊離残留塩素ですが、休暇明けなどは水道管に滞留する水道水の塩素がとんで基準０．１以上を満たさないこと等がよくあります。また、タンクを設置せず直結だから検査しないでもいいと判断する園などもみられますが、校内の水道管の問題も早期に発見できることもあるので、検査する重要性を伝えています。担当する学校がどのような形態なのか確認することは必要です。



検査項目 基準

給水源の種類 上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道
及び井戸その他を調べる

維持管理状況 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設
備等は、外部からの汚染を受けないように管理
され、機能が適切に維持されていること

故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと

塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場
合、その機能が適切に維持されていること

貯水槽の清潔

状態

清掃が定期的に行なわれていること

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
飲料水の施設・設備検査項目給水源の種類、維持管理状況、貯水槽の清潔状態の項目がありそれぞれ基準がありますので、確認をお願いします





・ プール原水は、飲料水の基準に適合するものが望ましく、
プールの水質管理は、プール水の消毒と汚染の防止が特に
重要である。

・ プール水を適正に管理することによって伝染性疾患も予防
することができ、安全で快適な水泳が可能になる。

・ 検査は、プールの使用期間中にプール本体、附属施設・設
備、水質及び入場者の管理状況について行い、使用上、機

  能上不備がないかを確認する。
・ プール開設直前に一度これらの検査を行い、十分に使用可

  能であることを確認しておくことが望ましい。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
プール水測定の目的と留意点・プール原水は、飲料水の基準に適合するものが望ましく、プールの水質管理は、プール水の消毒と汚染の防止が特に重要である。・ プール水を適正に管理することによって伝染性疾患も予防することができ、安全で快適な水泳が可能になる。・ 検査は、プールの使用期間中にプール本体、附属施設・設備、水質及び入場者の管理状況について行い、使用上、機能上不備がないかを確認する。・ プール開設直前に一度これらの検査を行い、十分に使用可能であることを確認しておくことが望ましい。那覇市など一部の市町村では濁度の検査ができるよう後付のバルブが設置されています。こちらも事前に放水してさびなどを十分流しておくと、実際の採水の時にスムーズにいきますので確認を宜しくお願いします。　　　　



検査項目 基準 検査方法

遊離残留塩素 0.4mg/Ｌ以上、また

1.0mg/Ｌ以下が望ましい

DPD法

pH値 5.8～8.6 ガラス電極法

大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法

一般細菌 200コロニー/mＬ以下 標準寒天培地法

有機物等（過マンガン酸カリウ
ム消費量）

12mg/Ｌ以下 滴定法

濁度 2度以下 比濁法等

総トリハロメタン 0.2mg/mＬ以下が望ましい PT-GC-MS法, HS-GC-MS法

循環濾過装置の処理（濁度） 装置の出口で0.5度以下、
また0.1度以下が望ましい

比濁法等
1週間に1回以上全
換水した場合省略可

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水泳プールの水質検査項目は８つあります。遊離残留塩素はプール水の消毒管理の指標であり、感染症予防等プールの衛生管理において重要な意義をもっています。基準は0.4ｍｇ/Ｌ以上、また１ｍｇ/Ｌ以下が望ましいとされています。ｐＨ値は中性付近を維持することによって、効率的な浄化、消毒を行うことができるため、基準は５．８～８．６の範囲とされております。大腸菌は検出されないこととされています。検出された場合はプール内の遊離残留塩素濃度の基準が、常に保たれていなかったと考えられます。一般細菌は200コロニー/ｍＬ以下とされています。この項目は感染症のリスクとなる細菌を直接検出する指標ではありませんが、水の生物学的な汚染の指標として有効な検査項目となります。有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）は身体の汚れ、主に垢などの有機物による汚染の指標として用いられ、１２ｍｇ/Ｌ以下であることとされています。濁度については、水中でプール壁面から３ｍ離れた位置から壁面が明確に見える程度が濁度２に相当するため、2度以下と基準が示されています。トリハロメタンは入水者が持ち込む汚れや毛髪などの有機物と日常の水質管理で使用する塩素剤が反応して生成されるもので、総トリハロメタンとして0.2ｍｇ/ｍＬ以下が望ましいとされています。循環ろ過装置の処理は装置の出口で０．５度以下、また０．１度以下が望ましいとされています。先ほどのスライドでの説明の時にお話しした濁度の検査がこれに当たります。



• 幼稚園・こども園等のビニールプールは基準の適用外
ではあるが、使用の際には本検査法や基準を準用し良
好な衛生状態の確保に努めることが望ましい。

• 指導助言を行う場合、幼稚園の個々の事情によって構
造・設備が多様であるため、現場の状況に応じて検査の
実施等について判断することが望ましい。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
幼稚園・認定こども園など幼稚園・こども園等のビニールプールは基準の適用外ではあるが、使用の際には本検査法や基準を準用し良好な衛生状態の確保に努めることが望ましい。指導助言を行う場合、幼稚園の個々の事情によって構造・設備が多様であるため、現場の状況に応じて検査の実施等について判断することが望ましい。例えば、園の子供たちが代わる代わる１日中炎天下でビニールプールで遊んでいるような場合は、汗などで水が汚れ、塩素も低下することが考えられます。遊離残留塩素が０．４を下回る場合ははやり目などの感染症の発症につながる恐れもあるので、活動中はこまめに水質のチェックをして、塩素剤の追加投入をするよう指導する必要があります。



水質に関しては、使用日の30日以内毎に1回（1ヶ月に１
回）検査を行なう
但し、総トリハロメタンは使用期間中の適切な時期に1回
（1年に1回）以上検査を行う

施設・設備ならびに循環ろ過装置の処理水については、
1年に１回定期的に検査を行う

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
検査の回数について、水質に関しては、使用日の30日以内ごとに1回（1か月に1回）検査を行います。ただし総トリハロメタンは使用期間中の適切な時期に1回（1年に1回）以上検査を行います。施設設備ならびに循環ろ過装置の処理水については、1年に1回定期検査を行うことになっています。



検査項目 基準及び方法

プール本体の衛生状況等 プール水は、定期的に全換水、清掃が実施
されていること（特に浄化設備のない場合）

水位調整槽又は還水槽は定期的に点検・
清掃を行なうこと

浄化設備及びその管理

状況

循環浄化式の場合、ろ材の種類、ろ過装置
の容量、運転時間がプール容積及び利用
者数に比して十分であり、確実に管理され
ていること

消毒設備及びその管理

状況

塩素剤の種類（NaOCl液, Ca(ClO)2,
塩素化イソシアヌル酸）

連続注入式消毒設備の確実な管理

屋内プール空気中CO2

             空気中塩素ガス

水平面照度

1500ppm以下が望ましい（検知管法）

0.5ppm以下が望ましい（検知管法）

200ルクス以上が望ましい（JIS適合照度計）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
水泳プールの施設・設備基準について示しています検査項目として、プール本体の衛生状況等、浄化設備及びその管理状況、消毒設備及びその管理状況があります。また屋内プールにおいては別に空気中のCO2、塩素ガス、水平面照度などの基準もあります。基準や方法についてはご確認お願いします。



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート




☆ 点検頻度：毎授業日

☆ 点検者：学校教職員

☆ 点検の責任者：学校長および学校設置者

☆ 点検方法：官能法又は定期検査に準じた方法

☆ 点検の記録の保存：点検日から３年間

日常点検

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
日常点検についてお話します点検頻度：毎授業日　　点検者：学校教職員　点検の責任者：学校長および学校設置者　点検方法：官能法又は定期検査に準じた方法　点検の記録の保存：点検日から３年間　となっています



•学校保健委員会・学校給食委員会などの活動に
関し専門家の立場から指導・助言を行う  

•衛生検査の実施、事後措置等について指導・助言
を行うこと（客観的な評価と判断）

学校給食法の「学校給食衛生管理基準」に
学校薬剤師の協力について記載されています。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらのスライドは学校給食衛生管理における薬剤師の役割として・学校保健委員会・学校給食委員会などの活動に関し専門家の立場から指導・助言を行う  ・衛生検査の実施、事後措置等について指導・助言を行うこと（客観的な評価と判断）とされており、学校給食法の「学校給食衛生管理基準」に学校薬剤師の協力について記載されています。また調理場等に生息する衛生害虫やネズミそれらが媒介する疾病であったり、駆除に使用する殺虫剤の特性や安全性など、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる方法を指導助言が求められることもあります。



薬剤師が行う
薬の正しい使い方・薬物乱用防止教室

非行や犯罪の観点からではなく、
「健康に生きること」を考えるライフスキル
を身に付ける健康教育が可能である

学校教諭と連携し、より最適で分かりやすい
教育を施すことができる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
薬剤師が行う薬の正しい使い方・薬物乱用防止教室非行や犯罪の観点からではなく、「健康に生きること」を考えるライフスキルを身に付ける健康教育が可能であるT.T ：　Team Teaching学校教諭と連携し、より最適で分かりやすい教育を施すことができます。県薬事務局にも年代に応じたパワーポイントもあるので、それをアレンジしてぜひ学校と協力して取り組んでいただけたらと思います。右上の写真は薬物乱用防止キャラクターのダメゼッタイ君です。薬剤師会の事務局や県薬務課でも貸出しているので、TTなどで活用したい方は気軽にお声掛けください。



子供たちの教育環境を守るためにも、学校に
は薬剤師の多様な知識が必要です

としてぜひ地域社会への貢献、
そして活躍を期待しています。

児童生徒が安全で健康に学校生活をおくれる
ように学校薬剤師は日々活動しています

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
児童生徒が安全で健康に学校生活をおくれるように学校薬剤師は日々活動しています子供たちの教育環境を守るためにも、学校には薬剤師の多様な知識が必要です学校薬剤師としてぜひ地域社会への貢献、そして活躍を期待しています。



子供たちの教育環境を守るために
学校薬剤師はこども園、小中学校、高等学校
の環境衛生、保健安全を管理しています

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
ご清聴ありがとうございました
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